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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2010-279070(P2010-279070A)
【公開日】平成22年12月9日(2010.12.9)
【年通号数】公開・登録公報2010-049
【出願番号】特願2010-180144(P2010-180144)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｍ   1/73     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｍ   1/73    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月3日(2011.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　第１の発明は、電池から所定の電圧の電力を供給する電源手段、電源手段から電力が供
給される外部センサ、電池の残量が所定の量よりも少ない状態のとき、電池の電力の消費
が抑制されるスタンバイ状態を外部センサに設定する第１設定手段、電池の残量が所定の
量よりも多い状態のとき、外部センサの動作の必要性があるかを判断する判断手段、判断
手段によって外部センサの動作の必要性が無いと判断されたとき、スタンバイ状態を外部
センサに設定する第２設定手段、および判断手段によって外部センサの動作の必要性が有
ると判断されたとき、外部センサをアクティブ状態に設定する第３設定手段を備える、携
帯端末である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　第１の発明では、電源手段（１４）、電池から所定の電圧の電力を供給する。外部セン
サ（３２、３６，３８）は、電源手段から電力が供給される。第１設定手段（１２，Ｓ１
３，Ｓ３７，Ｓ８１）は、電池の残量が所定の量よりも少ない状態のとき、電池の電力の
消費が抑制されるスタンバイ状態を外部センサに設定する。判断手段（１２，Ｓ３－Ｓ９
，Ｓ１７，Ｓ１９，Ｓ２３－Ｓ２９，Ｓ４１－Ｓ４５，Ｓ５１，Ｓ６３－Ｓ７１，Ｓ８５
－Ｓ８９，Ｓ９５）は、電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、外部センサの動作
の必要性があるかを判断する。第２設定手段（１２，Ｓ１３，Ｓ３１，Ｓ３３，Ｓ３７，
Ｓ３９，Ｓ４９，Ｓ５３，Ｓ５５）は、判断手段によって外部センサの動作の必要性が無
いと判断されたとき、スタンバイ状態を外部センサに設定する。第３設定手段（１２，Ｓ
１１，Ｓ４７，Ｓ９１）は、判断手段によって外部センサの動作の必要性が有ると判断さ
れたとき、外部センサをアクティブ状態に設定する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００９】
　第１の発明によれば、電池の残量を判断して、電池の残量が所定の量よりも少ない状態
では、外部センサをスタンバイ状態にして消費される電力を抑える。また、電池の残量が
所定の量よりも多い状態では、外部センサの動作の必要に応じて、その外部センサが消費
する電力を抑えることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明に従属する発明であって、外部センサは、タッチパネルを含
み、判断手段は、電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、タッチパネルの動作の必
要性があるかを判断する第１動作判断手段を含み、第１動作判断手段は、通話中であって
通話以外の機能動作が行われる可能性がない場合にタッチパネルの動作の必要性が無いと
判断し、通話中であって通話以外の機能動作が行われる可能性がある場合にタッチパネル
の動作の必要性が有ると判断する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　第２の発明では、外部センサは、タッチパネル（３２）を含む。第１動作判断手段（１
２，Ｓ３－Ｓ９，Ｓ１７，Ｓ１９，Ｓ２３－Ｓ２９，Ｓ４１，Ｓ４３，Ｓ６３－Ｓ６９，
Ｓ８５，Ｓ８７）は、電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、タッチパネルの動作
の必要性があるかを判断する。第１動作判断手段は、通話中であって通話以外の機能動作
が行われる可能性がない場合にタッチパネルの動作の必要性が無いと判断し、通話中であ
って通話以外の機能動作が行われる可能性がある場合にタッチパネルの動作の必要性が有
ると判断する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　第２の発明によれば、電池の残量が所定の量よりも多い状態では、携帯端末の状態を判
断し、判断した各状態においてタッチパネルの動作が必要であればタッチパネルをアクテ
ィブ状態にし、動作が必要なければタッチパネルをスタンバイ状態にするので、電力の消
費を抑えることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　第３の発明は、第２の発明に従属し、第１動作判断手段は、通話中でなく起動中のアプ
リケーションがタッチ入力に対応していない場合にタッチパネルの動作の必要性が無いと
判断し、通話中でなく起動中のアプリケーションがタッチ入力に対応している場合にタッ
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チパネルの動作の必要性が有ると判断する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第３の発明では、第１動作判断手段は、通話中でなく起動中のアプリケーションがタッ
チ入力に対応していない場合にタッチパネルの動作の必要性が無いと判断する。また、第
１動作判断手段は、通話中でなく起動中のアプリケーションがタッチ入力に対応している
場合にタッチパネルの動作の必要性が有ると判断する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第３の発明によれば、電池の残量が所定の量よりも多い状態では、起動中のアプリケー
ションを判断し、起動中のアプリケーションにおいてタッチパネルの動作が必要であれば
タッチパネルをアクティブ状態にし、動作が必要なければタッチパネルをスタンバイ状態
にするので、電力の消費を抑えることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第４の発明は、第１の発明ないし第３の発明のいずれかに従属する発明であって、外部
センサは、加速度センサをさらに含み、判断手段は、電池の残量が所定の量よりも多い状
態のとき、加速度センサの動作の必要性があるかを判断する第２動作判断手段を含み、第
２動作判断手段は、通話中でなく回転表示に対応していない場合に加速度センサの動作の
必要性が無いと判断し、通話中でなく回転表示に対応している場合に加速度センサの動作
の必要性が無いと判断する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第４の発明では、外部センサは、加速度センサ（３６）をさらに含む。第２動作判断手
段（１２，Ｓ２３，Ｓ２７，Ｓ４５，Ｓ５１，Ｓ６３，Ｓ６７，Ｓ８９，Ｓ９５）は、電
池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、加速度センサの動作の必要性があるかを判断
する。第２動作判断手段は、通話中でなく回転表示に対応していない場合に加速度センサ
の動作の必要性が無いと判断し、通話中でなく回転表示に対応している場合に加速度セン
サの動作の必要性が無いと判断する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１８】
　第４の発明によれば、電池の残量が所定の量よりも多い状態では、携帯端末の状態を判
断し、判断した各状態においてタッチパネルおよび加速度センサの動作がそれぞれ必要で
あればタッチパネルおよび加速度センサをアクティブ状態にし、動作が必要なければタッ
チパネルおよび加速度センサをスタンバイ状態にするので、電力の消費を抑えることがで
きる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　第５の発明は、第１の発明ないし第４の発明のいずれかに従属し、外部センサは、フォ
トセンサをさらに含み、判断手段は、電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、フォ
トセンサの動作の必要性があるかを判断する第３動作判断手段を含み、第３動作判断手段
は、通話中であって通話以外の機能動作が行われる可能性がない場合または通話中であっ
て通話以外の機能動作が行われる可能性があるが機能動作が行われていない場合にフォト
センサの動作の必要性が無いと判断し、通話中であって通話以外の機能動作が行われてい
る場合にフォトセンサの動作の必要性が有ると判断する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　第５の発明では、外部センサは、フォトセンサ（３８）をさらに含む。第３動作判断手
段（１２，Ｓ６３，Ｓ６７，Ｓ６９，Ｓ７１）は、電池の残量が所定の量よりも多い状態
のとき、フォトセンサの動作の必要性があるかを判断する。第３動作判断手段は、通話中
であって通話以外の機能動作が行われる可能性がない場合または通話中であって通話以外
の機能動作が行われる可能性があるが機能動作が行われていない場合にフォトセンサの動
作の必要性が無いと判断し、通話中であって通話以外の機能動作が行われている場合にフ
ォトセンサの動作の必要性が有ると判断する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　第５の発明によれば、電池の残量が所定の量よりも多い状態では、携帯通信端末の状態
を判断し、判断した各状態においてタッチパネル、加速度センサ、および、フォトセンサ
の動作がそれぞれ必要であればタッチパネルおよび加速度センサをアクティブ状態にする
とともにフォトセンサへの電力を供給し、動作が必要なければタッチパネルおよび加速度
センサをスタンバイ状態にするとともにフォトセンサへの電力を遮断するので、電力の消
費を抑えることができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
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　第６の発明は、第１の発明に従属する発明であって、外部センサは、複数の外部センサ
を含み、スタンバイ状態は、全ての外部センサによる電池の電力の消費が抑制される第１
スタンバイ状態および一部の外部センサによる電池の電力の消費が抑制される第２スタン
バイ状態を含む。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　第６の発明では、外部センサは、タッチパネル、加速度センサおよびフォトセンサなど
の複数の外部センサを含む。第１スタンバイ状態では、全ての外部センサによる電池の電
力の消費が抑制される。また、第２スタンバイ状態では、一部の外部センサによる電池の
電力の消費が抑制される。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　第６の発明によれば、携帯端末の状態に応じて、第１スタンバイ状態と第２スタンバイ
状態とを切り替えることで、適切に電力の消費を抑えることができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池から所定の電圧の電力を供給する電源手段、
　前記電源手段から電力が供給される外部センサ、
　前記電池の残量が所定の量よりも少ない状態のとき、前記電池の電力の消費が抑制され
るスタンバイ状態を前記外部センサに設定する第１設定手段、
　前記電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、前記外部センサの動作の必要性があ
るかを判断する判断手段、
　前記判断手段によって前記外部センサの動作の必要性が無いと判断されたとき、スタン
バイ状態を前記外部センサに設定する第２設定手段、および
　前記判断手段によって前記外部センサの動作の必要性が有ると判断されたとき、前記外
部センサをアクティブ状態に設定する第３設定手段を備える、携帯端末。
【請求項２】
　前記外部センサは、タッチパネルを含み、
　前記判断手段は、前記電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、前記タッチパネル
の動作の必要性があるかを判断する第１動作判断手段を含み、
　前記第１動作判断手段は、通話中であって通話以外の機能動作が行われる可能性がない
場合に前記タッチパネルの動作の必要性が無いと判断し、通話中であって通話以外の機能
動作が行われる可能性がある場合に前記タッチパネルの動作の必要性が有ると判断する、
請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記第１動作判断手段は、通話中でなく起動中のアプリケーションがタッチ入力に対応
していない場合に前記タッチパネルの動作の必要性が無いと判断し、通話中でなく起動中
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のアプリケーションがタッチ入力に対応している場合に前記タッチパネルの動作の必要性
が有ると判断する、請求項２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記外部センサは、加速度センサをさらに含み、
　前記判断手段は、前記電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、前記加速度センサ
の動作の必要性があるかを判断する第２動作判断手段を含み、
　前記第２動作判断手段は、通話中でなく回転表示に対応していない場合に前記加速度セ
ンサの動作の必要性が無いと判断し、通話中でなく回転表示に対応している場合に前記加
速度センサの動作の必要性が無いと判断する、請求項１ないし３のいずれかに記載の携帯
端末。
【請求項５】
　前記外部センサは、フォトセンサをさらに含み、
　前記判断手段は、前記電池の残量が所定の量よりも多い状態のとき、前記フォトセンサ
の動作の必要性があるかを判断する第３動作判断手段を含み、
　前記第３動作判断手段は、通話中であって通話以外の機能動作が行われる可能性がない
場合または通話中であって通話以外の機能動作が行われる可能性があるが機能動作が行わ
れていない場合に前記フォトセンサの動作の必要性が無いと判断し、通話中であって通話
以外の機能動作が行われている場合に前記フォトセンサの動作の必要性が有ると判断する
、請求項１ないし４のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記外部センサは、複数の外部センサを含み、
　前記スタンバイ状態は、全ての外部センサによる前記電池の電力の消費が抑制される第
１スタンバイ状態および一部の外部センサによる前記電池の電力の消費が抑制される第２
スタンバイ状態を含む、請求項１記載の携帯端末。
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